
「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」規約 

本規約は、建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱（令和３年５月２７日）（以

下「要綱」という。）第５条第２項に基づき、「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」

（以下「不当要求等防止協議会」という。）の運営に関して定めるものである。 

（目的） 

第１条 不当要求等防止協議会は、建設工事等の受注者への不当要求等に対し、関係機関が

連携し、必要な措置を講じることにより、建設工事等に携わる者の安全を確保するとと

もに、建設工事等の円滑な施行に寄与することを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 不当要求等防止協議会は、前条の目的を達成するため、次の事務をつかさどる。 

（１）不当要求等の排除に関すること。

（２）不当要求等を行う者が関与する事業者の下請け参入の排除に関すること。

（３）不当要求等を行う者が関与する事業者からの資材購入の排除に関すること。

（４）不当要求等に関する情報交換に関すること。

（５）その他協議会の目的を達成するために必要な措置に関すること。

（協議会の構成及び構成員等） 

第３条 不当要求等に迅速かつ的確に対応するため、不当要求等防止協議会は、本部協議会

と地域協議会とで構成する。 

２ 不当要求等防止協議会は、委員及び顧問で構成する。 

３ 本部協議会の構成員は、別表１「本部協議会名簿」のとおりとする。 

４ 地域協議会の構成員は、別表２「地域協議会名簿」のとおりとする。なお、その他関係

する発注機関は必要に応じ、委員となることができる。 

５ 本部協議会及び地域協議会には、円滑な運営を補助する下部組織として、それぞれ幹

事会を設置する。 

６ 本部協議会の幹事会（以下「本部幹事会」という。）の構成員は、別表３「本部幹事会

名簿」のとおりとする。 

７ 地域協議会の幹事会（以下「地域幹事会」という。）の構成員は、別表４「地域幹事会

名簿」のとおりとする。なお、その他関係する発注機関は必要に応じ、幹事となることが

できる。 

８ 地域協議会及び地域幹事会（以下「地域協議会等」という。）は、必要に応じて、建設

工事等の受注者に対し、出席を求めることができる。 

（役員及び事務局等） 

第４条 本部協議会の会長は、三重県県土整備部理事を充て、本部協議会の会務を統括する。

また、本部幹事会の会長は、三重県県土整備部副部長（公共事業総合政策担当）を充て、

本部幹事会の会務を統括する。 

２ 本部協議会及び本部幹事会（以下「本部協議会等」という。）の事務局は、三重県県土

整備部に置き、委員、顧問及び幹事との連絡窓口となり、本部協議会等の事務を行う。 

３ 地域協議会の会長は、各建設事務所長を充て、地域協議会の会務を統括する。また、地

1

資料２



域幹事会の会長は、各建設事務所の要綱第４条第１項に規定する建設工事等受注者への

不当要求等防止責任者を充て、地域幹事会の会務を統括する。 

４ 地域協議会等の事務局は、各建設事務所に置き、委員、顧問及び幹事との連絡窓口と

なり、地域協議会等の事務を行う。 

（協議会の委員及び顧問の役割等） 

第５条 本部協議会の役割は以下のとおりとする。 

 地域協議会からの情報を共有し、受注者への不当要求等防止の取組に反映させる。 

２ 地域協議会の委員及び顧問の役割は、以下のとおりとする。 

（１） 発注機関の長（以下「発注者」という。）は、契約の履行に当たって受注者又は下請負

人等が不当要求等を受けた場合は、その事実を受注者から発注者に報告させる。また、

受注者又は下請負人等が、不当要求等の疑いがある行為を受けた場合は、受注者から発

注者に相談できるようにする。 

（２） 受注者から報告または相談を受けた発注者は、受注者に支援、指導を行う。

また、発注者は支援、指導するにあたり、必要に応じて、所轄警察署や三重弁護士会

に相談する。

（３） 発注者から相談を受けた所轄警察署や三重弁護士会は、事案に応じて発注者に助言す

る。なお、助言するにあたり、必要に応じて、地域協議会会長に地域協議会の開催を要

請する。

（４） 発注者は、所轄警察署や三重弁護士会からの助言を踏まえ、受注者が不当要求等（の

疑いのある）行為者に対応するにあたり、受注者を支援、指導する。

また、発注者から相談を受けた三重弁護士会は、必要に応じて、受注者からの依頼に 

対して個別に弁護士を紹介する。 

（５） 発注者は、受注者に対し、刑事事件に該当する場合は所轄警察署への通報を求め、被

害届の提出など、捜査上必要な協力を求める。

なお、通報の際、受注者から所轄警察署への同行を求められた場合は、発注者は同行 

する。 

（６） 発注者は、地域協議会の委員である三重県建設業協会支部、三重県農業土木振興会、 

三重県測量設計業協会と不当要求等の内容について情報共有を図る。

（７） 暴力追放三重県民センターは、不当要求防止責任者講習を通じ、受注者、発注者を援

助する。

（８） 発注者は、受注者が不当要求等を受けた情報を第三者から得た場合は、受注者に確認

する。

（９） 発注者は、要綱第２条第１号に規定する建設工事等以外の公共工事の受注者から不当

要求等に関する相談を受けた場合は、関係する発注機関に連絡するとともに、必要に応

じて、所轄警察署や三重弁護士会に相談する。

（10） 発注者は、（１）の規定により報告または相談を受けた事案について、所属する地域

協議会で情報共有するとともに、地域協議会の会長を通じて、本部協議会に情報提供す 

る。 

（会議等） 

第６条 本部協議会は、毎年度、定例会議を開催するほか、必要に応じて随時、会議を開催

する。 
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２ 地域協議会は、毎年度、定例会議を開催するほか、必要に応じて随時、会議を開催す

る。 

３ 本部幹事会及び地域幹事会は、必要に応じて会議を開催する。 

 

（秘密の保持） 

第７条 協議会の関係者は、協議会の活動を通じて知り得た個人情報その他の秘密事項を他

に漏洩してはならない。退任後も同様とする。 

 

（補足） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、不当要求等防止

協議会（本部協議会、地域協議会）の会長が不当要求等防止協議会（本部協議会、地域

協議会）に諮って定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、令和３年６月３日から施行する。 
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鈴鹿支部

亀山支部
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津支部

一志支部
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三重県建設工事等不当要求等防止協議会

地域協議会における三重県不当要求等防止対策取組図

【三重弁護士会】

・法的対応について支援
（民事事案として対応か、刑事事案と
して対応か）
・必要に応じて、受注者からの依頼に
対して個別に弁護士を紹介

【三重県警察】所轄警察署

・刑事事件に該当するか否かの判断

【三重県建設業協会】支部
【三重県農業土木振興会】
【三重県測量設計業協会】
・不当要求等内容の情報共有

【暴力追放三重県民センター】

・不当要求防止責任者講習

支援、指導 報告・相談

【受注者】
・三重県及び三重県企業庁が発注する

建設工事等

【発注者】
不当要求等防止責任者

【三重県警察】警察本部（顧問）
【三重弁護士会】（顧問）
【暴力追放三重県民センター】（顧問）
【三重県建設業協会】本部
【三重県農業土木振興会】【三重県測量設計業協会】
【三重県】

（本部協議会） （地域協議会）

相談

助言
相談

助言
援助

情報共有

【三重県警察】所轄警察署（顧問）
【三重弁護士会】（顧問）
【暴力追放三重県民センター】（顧問）
【三重県建設業協会】支部
【三重県農業土木振興会】【三重県測量設計業協会】
【三重県】

不当要求等発生又は
不当要求等の疑いがある行為発生

不当要求等（の疑いのある）行為者

通報
※刑事事件に該当する
場合は被害届の提出な
ど捜査上必要な協力を
発注者が受注者に求め
る。

【弁護士】

①

②

③

②

③

④

⑤
⑤

⑤

⑤

⑥

相談、委任
対応

対応

⑦

⑧

紹
介

※１

※１：別添（報告様式）建
設工事等にかかる不当要求
等（の疑いがある行為）に
関する報告書

（参考資料１）

②

※①～⑧の番号は取組の流れ
を表しています。
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（報告様式） 

建設工事等にかかる不当要求等（の疑いがある行為）に関する報告書 

（第１報 ・ 続報  報） 

１ 報告の種類  □不当要求等に関する報告 

□不当要求等の疑いがある行為に関する報告

２ 報告者 会社名・職名 

（受注者）     氏 名 

3 不当要求等（の疑いがある行為）対象工事名等 

工事名等 

※対象となる工事等が特定できない場合は、対象工事名等は、記入する必要はありません。

4 対応者 会社名・職名

氏 名     （報告者と同じ場合は 同上 と記載してください。）

５ 対応日時 年  月  日 （  ）  時  分 ～  時  分 

６ 対応方法 □面談（場所（ ））  □電話 □その他（ ） 

７ 不当要求等（の疑いのある）行為者 

団体名・所属・役職 （ ） 

氏 名 

住 所 

８ 要求等の内容 
例 （内容） 

・寄付を強要された。

・寄付をおこなわないと、工事に影響をおよぼすことを示唆された。

・特定の企業に下請をさせる、または特定の企業から資材を購入するよう強要された。 等 

９ 不当要求等（の疑いがある）行為に該当する理由 

□暴力・脅迫  □面会強要  □粗野・乱暴な言動  □要求自体が不当

□社会常識を逸脱した手段  □工事の遂行に支障  □その他（    ） 

備考欄 

※ 不当要求等の疑いがある行為を受け相談したい場合、躊躇せず報告してください。

※不当要求等とは、暴力行為、脅迫行為、正当な理由なく面会を強要する行為、粗野又は乱暴な言動

により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為、正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱し

た手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、そのほか建設工事等に支障を生じさせる等の

一切の行為をいう。
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建設工事等にかかる三重県不当要求等防止対策取組フロー　 　 （参考資料２） 

①不当要求行為等（の疑いのある）行為を受けた受注者は、特記仕様書に基づき、発注者に報

告（相談）します。

②受注者から報告（相談）を受けた発注者は、受注者に支援、指導を行います。発注者は、支援、

指導するにあたり、必要に応じて、三重県警察や三重弁護士会に相談します。

③発注者から相談を受けた三重県警察や三重弁護士会は、事案に応じて発注者に助言します。

④－１

発注者は、三重県警察からの助言を踏まえ、

受注者を支援、指導します。

④－２

発注者は、三重弁護士会からの助言を

踏まえ、受注者を支援、指導します。

⑤－２

発注者は、

受注者が不当

要求等（の

疑いのある）

行為者に対応

するにあたり、

受注者を支援、

指導します。

⑤－１

発注者は、受注者に対し、刑事事件に

該当する場合は三重県警察に通報を求

めるとともに、被害届の提出など捜査上

必要な協力を受注者に求めます。さらに

所轄警察署への同行を求められた場合

は発注者は同行します。

⑥ 受注者から委任を

受けた弁護士は、

不当要求等（の疑

いのある）行為者に

対応します。

⑦ 発注者は、三重県建設業協会支部、三重県農業土木振興会、三重県測量設計業協会と不

当要求等の内容について情報共有を図ります。

⑤－３

発注者は、必要に

応じて、受注者から

の依頼に対して、

三重弁護士会から

紹介を受けた弁護

士を紹介します。

刑事事件 民事事件
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